
規

則

(

第
四
十
六
号－

第
四
十
七
号)

○
福
岡
県
宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

都
市
計
画
課)

一

○
福
岡
県
優
良
宅
地
及
び
優
良
住
宅
認
定
事
務
処
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

(

都
市
計
画
課)

二

福
岡
県
宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
十
三
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
規
則
第
四
十
六
号

福
岡
県
宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
岡
県
宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
細
則

(

昭
和
四
十
二
年
福
岡
県
規
則
第
四
十
九
号)
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中

｢

各
号
の
一｣

を

｢

各
号
の
い
ず
れ
か｣

に
改
め
、

｢

名
義
変
更
等
届
出
書｣

の
下
に

｢

(

様
式
第
一
号)

｣

を
、

｢

変
更
届
出
書｣

の
下
に

｢
(

様
式
第
二
号)

｣

を
加
え
、

｢

、
宅
地
造
成

に
関
す
る
工
事
の
廃
止
、
一
時
中
止
届
出
書｣

を

｢

又
は
宅
地
造
成
に
関
す
る
工
事
の
廃
止
、
一
時
中

止
届
出
書

(

様
式
第
三
号)

｣

に
改
め
、
同
条
第
一
号
中

｢

あ
つ
た｣

を

｢

あ
っ
た｣

に
改
め
る
。

第
三
条
を
削
る
。

第
四
条
中

｢

第
十
六
条
第
一
項｣

を

｢

第
十
五
条
第
一
項｣

に
、

｢

第
五
条｣

を

｢

第
六
条｣

に
改

め
、
同
条
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と
す
る
。

一

間
知
石
空
積
工
そ
の
他
の
空
積
工

二

編
み
し
が
ら
工

三

筋
工

四

積
苗
工

第
五
条
を
削
る
。

第
六
条
中

｢

標
識｣

の
下
に

｢
(

様
式
第
四
号)

｣

を
加
え
、
同
条
を
第
四
条
と
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中

｢

中
段

�

欄｣

を

｢

中
段

�

欄｣

に
、

｢

す
み
や
か
に｣

を

｢

速
や
か
に｣

に
改
め
、
第
二
項
中

｢

工
程
届
出
書｣

の
下
に

｢
(

様
式
第
五
号)

｣

を
加
え
、
同
項
の
表
一
の
項
中

「
除
く｣

を

｢

除
く
。｣

に
、

｢

配
筋
。｣

を

｢

配
筋｣

に
改
め
、
同
表
二
の
項
中

｢

措
置
。｣

を

｢

措
置｣

に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

そ
の
他
の
書
類
の
様
式)

第
六
条

法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
証
明
書
は
、
宅
地
造
成
等
規
制
法
立
入
検
査
証

(

様
式
第
六

号)

と
し
、
施
行
規
則
別
記
様
式
第
二
に
規
定
す
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料
は

、
設
計
者
の
資
格
に
関
す
る
申
告
書

(

様
式
第
七
号)

と
す
る
。

第
八
条
、
第
九
条
及
び
別
表
第
一
を
削
る
。

様
式
第
一
号
中

｢様
式
第
１
号
｣

を

｢様
式
第
１
号
(第
２
条
関
係
)
｣

に
改
め
、
同
様
式
の

(

注

意)

の
２
中

｢

ま
つ
し
よ
う｣

を

｢

抹
消｣

に
改
め
る
。

様
式
第
二
号
中

｢様
式
第
２
号
｣

を

｢様
式
第
２
号
(第
２
条
関
係
)
｣

に
改
め
る
。

様
式
第
三
号
中

｢様
式
第
３
号
｣

を

｢様
式
第
３
号
(第
２
条
関
係
)
｣

に
改
め
、
同
様
式
の

(

注

意)

の
２
中

｢

ま
つ
し
よ
う｣

を

｢

抹
消｣

に
改
め
る
。

様
式
第
四
号
か
ら
様
式
第
七
号
ま
で
を
削
る
。

様
式
第
八
号
中

｢様
式
第
８
号
｣

を

｢様
式
第
４
号
(第
４
条
関
係
)
｣

に
改
め
、

｢昭
和
｣

を
削

り
、
同
様
式
を
様
式
第
四
号
と
す
る
。

様
式
第
九
号
中

｢様
式
第
９
号
｣

を

｢様
式
第
５
号
(第
５
条
関
係
)
｣

に
改
め
、

｢昭
和
｣

を
削

り
、

｢第
７
条
｣

を

｢第
５
条
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
五
号
と
す
る
。

様
式
第
十
号
中

｢様
式
第
10号
｣

を

｢様
式
第
６
号
(第
６
条
関
係
)
｣

に
改
め
、
同
様
式
の

(

表

)

中

｢昭
和
｣

を
削
り
、
同
様
式
を
様
式
第
六
号
と
す
る
。

様
式
第
十
一
号
中

｢様
式
第
11号
｣

を

｢様
式
第
７
号
(第
６
条
関
係
)
｣

に
改
め
、

｢昭
和
｣

を

削
り
、

｢第
18条
該
当
｣

を

｢第
17条
該
当
｣

に
改
め
、
同
様
式
の

(

注)

の
３
中

｢第
18条
第
１
号

｣

を

｢第
17条
第
１
号
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
七
号
と
す
る
。

様
式
第
十
二
号
か
ら
様
式
第
十
六
号
ま
で
を
削
る
。

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
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附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
優
良
宅
地
及
び
優
良
住
宅
認
定
事
務
処
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ

に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
十
三
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
規
則
第
四
十
七
号

福
岡
県
優
良
宅
地
及
び
優
良
住
宅
認
定
事
務
処
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
岡
県
優
良
宅
地
及
び
優
良
住
宅
認
定
事
務
処
理
規
則

(

昭
和
四
十
九
年
福
岡
県
規
則
第
三
十
三
号

)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中

｢

・
第
二
十
一
条｣

を
削
る
。

第
一
条
中

｢

昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号｣

の
下
に

｢

。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。｣

を
加
え
、

｢

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
号
ハ
及
び
第
十
一
号
ニ
、
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
号
ハ
及
び

第
十
一
号
ニ
並
び
に｣

を

｢

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
五
号
ハ
及
び
第
十
六
号
ニ
、
第
六
十
二
条

の
三
第
四
項
第
十
五
号
ハ
及
び
第
十
六
号
ニ
、｣

に
改
め
、

｢

第
六
十
三
条
第
三
項
第
五
号
イ
及
び
第

六
号｣

の
下
に

｢

並
び
に
第
六
十
八
条
の
六
十
九
第
三
項
第
五
号
イ
及
び
第
六
号｣

を
加
え
る
。

第
二
条
中

｢

租
税
特
別
措
置
法｣

を

｢

法｣

に
、

｢

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
号
ハ
、
第
六
十

二
条
の
三
第
四
項
第
十
号
ハ
又
は｣

を

｢

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
五
号
ハ
、
第
六
十
二
条
の
三

第
四
項
第
十
五
号
ハ
、｣

に
改
め
、

｢

第
六
十
三
条
第
三
項
第
五
号
イ｣

の
下
に

｢

又
は
第
六
十
八
条

の
六
十
九
第
三
項
第
五
号
イ｣

を
加
え
る
。

第
三
条
第
二
項
第
八
号
中

｢

第
十
三
条
の
三
第
七
項
第
一
号
イ
�
及
び
同
項
第
二
号
ロ
並
び
に
第
二

十
一
条
の
十
九
第
八
項
第
一
号
イ
�
及
び
同
項
第
二
号
ロ｣

を

｢

第
十
三
条
の
三
第
八
項
第
二
号
及
び

第
二
十
一
条
の
十
九
第
九
項
第
二
号｣

に
改
め
る
。

第
十
二
条
中

｢

及
び
同
法
附
則
第
四
項｣

及
び

｢
(

同
法
附
則
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。)

｣

を
削
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中

｢
(

住
宅
・
都
市
整
備
公
団
法

(

昭
和
五
十
六
年
法
律
第
四
十
八
号)

第
四
十

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。)

｣

を
削
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中

｢

租
税
特
別
措
置
法｣

を

｢

法｣

に
、

｢

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
一
号

ニ
、
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
一
号
ニ
又
は｣

を

｢

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
六
号
ニ
、
第

六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
六
号
ニ
、｣

に
改
め
、｢

第
六
十
三
条
第
三
項
第
六
号｣

の
下
に

｢

又
は

第
六
十
八
条
の
六
十
九
第
三
項
第
六
号｣

を
加
え
、
同
条
第
二
項
第
五
号
中

｢

第
六
条
第
三
項｣

を

｢

第
六
条
第
四
項｣

に
、

｢

確
認
通
知
書
又
は
そ
の
写
し｣

を

｢

確
認
済
証

(

以
下

｢

確
認
済
証｣

と
い

う
。)

の
写
し｣

に
、

｢

第
七
条
第
三
項｣

を

｢

第
七
条
第
五
項｣

に
、

｢

検
査
済
証
又
は
そ
の
写
し

(

同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
が
不
要
の
場
合
は
、
同
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
建
築
工
事
届
の
写
し)

｣

を

｢

検
査
済
証
の
写
し

(

同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
限
る
。)

｣

に
改
め
、
同
項
第
八
号
中

｢

昭
和
五
十
四
年
建
設
省
告
示

第
七
百
六
十
八
号｣

の
下
に

｢

に
規
定
す
る
基
準

(

以
下

｢

優
良
住
宅
認
定
基
準｣

と
い
う
。)

｣

を

加
え
、
同
項
第
九
号
中

｢

別
記
第
一
号
様
式｣

を

｢

別
記
第
二
号
様
式｣

に
、

｢

建
築
確
認
通
知
書｣

を

｢

確
認
済
証｣

に
改
め
る
。

第
十
七
条
中

｢

昭
和
五
十
四
年
建
設
省
告
示
第
七
百
六
十
八
号
に
規
定
す
る
基
準

(

以
下

｢

優
良
住

宅
認
定
基
準｣

と
い
う
。)

｣

を

｢

優
良
住
宅
認
定
基
準｣

に
改
め
る
。

第
二
十
を
削
り
、
第
二
十
一
条
を
第
二
十
条
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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